
個人持込後、南
部地区廃プラ協
から与那原町廃
プラ協宛に請求。

農業用廃プラ「個人」持込処理に関する流れ

与那原町廃プラ協か
ら与那原町及びJA与
那原支店に対し補助
金を請求。
※搬入した農家に対
しても個人負担分の
請求を行う

各所からの補助金
及び農家からの支
払を確認後、南部
地区廃プラ協に支
払いを行う。

与那原町農業用廃プラスチックリサイクル処理対策協議会
（与那原町ブランド推進課内）℡098-945-4688


